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１.ビジョン策定の背景と目的 

大谷地流通業務団地は、昭和 42 年（1967 年）に造成され、以来約 50 年に渡

り、物流の拠点として市民、道民の暮らしを支えてきた。 

一方で、人口減少や少子高齢化、グローバルサプライチェーンの進展、新興国

の台頭、環境問題など、造成当時には想定していなかった新たな社会環境の変化

や課題が生まれており、次の 50 年に向けて、大谷地流通業務団地が持続可能な

発展を遂げるためには、戦略的な視点で高度化に取り組んでいく必要がある。 

このような背景を踏まえ、平成 25 年（2013 年）に策定した札幌市まちづくり

戦略ビジョン1では、大谷地流通業務団地を、都市機能を高める上での重要な交

流拠点として位置づけ、物流機能の高度化の方向性について検討を進めること

としている。 

そこで、将来にわたり今後の検討内容や具体的な取り組みを進める際の指針

として本ビジョンを策定した。 

  

 
1 【まちづくり戦略ビジョン】 札幌市を取り巻く社会経済情勢の大きな変化に対応するための新たなま

ちづくりの指針。札幌市のまちづくりの計画体系では最上位に位置づけられる「総合計画」。 
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２.現状と課題 

団地の高度化ビジョンを策定する前提として、国内、道内、市内の物流環境が

それぞれどのような状況にあるのかを整理する。 

（1）物流を取巻く社会環境 

国内を見渡すと、人口が減少局面に入る中、少子高齢化により生産年齢人口が

減少しており、近年は有効求人倍率が１倍を超えて推移するなど、労働力の不足

が課題となっている。こうした傾向は物流業界においても顕著であり、加えて近

年の労務管理の厳格化といった要因に伴いトラックドライバーをはじめとした

人材不足が進行している。 

トラックドライバーの不足 

トラック運送業界では労働力不足

が深刻になってきており、全国トラ

ック協会の調査によると、図１のと

おり、平成 27 年 10 月から 12 月期に

おいて、59.8％の事業者が「人手不

足」、「やや人手不足」と回答している

ほか、平成 28 年 1 月から 3月期の見

通しでは、66.9％が「不足」、「やや不

足」と答えるなど、来期に向けてさら

に厳しくなるという見通しを持って

いる。人手不足と感じている事業者

の割合は右肩上がりに増えており、

平成20年の7月から9月期の15.0％

から比べると４倍程度の増加となっ

ている。 

また、同調査（平成 27 年 10 月～12 月期）によると、必要な人材が確保でき

ていない割合は全体の 67.6％であり、そのうち「繁忙期のみ運行業務に支障が

出ている」と回答している割合が 59.7％、「通年にわたり運行業務に支障が出て

いる」と回答した割合が 40.3％となっているほか、人材不足による運行業務へ

の影響として 47.9％が「仕事を断ることがある」と回答するなど、人手不足の
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図１ 人手不足を感じている事業者の割合 

出典｜トラック運送業界の景況感（全国トラック協会） 

※ 人手の過不足について「不足」及び「やや不足」と回答のあ

った割合の合計  

15.0 

59.8 
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影響が深刻になってきていることがわかる。 

また、厚生労働省が実施した賃金構造基本統計調査によると、図２にあるよう

に、平成 25 年時点における大型トラックのドライバーの平均年齢は 46.2 歳、

普通・小型トラックで 44.9 歳と全産業の労働者の平均年齢である 42.0 歳と比

べて大幅に高い状況にある。過去からの推移を見ても、平均年齢は上昇基調にあ

り、今後、少子高齢化に伴い労働力人口が減少することで、人手不足がさらに進

行する可能性がある。 

総務省の労働力調査によると、図３にあるように、平成 27 年時点で、北海道

のドライバー（輸送・機械運転従事者）に占める 55 歳以上の割合は 50.0％と全

国平均の 40.4％より 10 ポイントも高い状況にある。全国と北海道のいずれも上

昇基調にあるが、特に北海道では、平成 12 年には 15.4％だった割合が 15 年間

で３倍以上になるなど急激に高齢化が進んでいることがわかる。 

道内において現行の物流環境を維持するためには、トラックドライバーをは

じめとする人材の確保と育成が必要なほか、少ない人手でも運用できるような

効率化が求められる。 
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図２ トラックドライバーの平均年齢 
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出典｜労働力調査（総務省） 

※年平均（基本集計）「結果表・データベース（地域別）の第

３表「職業・月末１週間の就業時間・月間就業日数・月間就

業時間・従業者規模、年齢階級別就業者数」から平成 22 年

以前は「運輸・通信事業者」を平成 23 年以降は「輸送・機

械運転従事者」から 55 歳以上の就業者数を集計。 

※平成 23 年全国は震災の影響により調査なし 

 

図３ 55 歳以上のドライバー比率の推移 
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 小口輸送の増加と積載効率の低下 

消費者ニーズの多様化に伴うネット通販等の普及やコンビニエンスストアに

代表されるような、新鮮な商品を適切な量で途切れることなく提供する輸送形

態の一般化を背景として、小口荷物の多頻度による輸送が増加してきている。 

図４は、貨物の詳細な流動実態を純流動として把握することを目的に国土交

通省が実施している物流センサスから、トラックにおける貨物１件当たりの貨

物重量である流動ロット2の動向をまとめたものだが、平成 12 年から平成 22 年

の 10 年間を比較すると、全国平均と北海道のいずれも減少しており、貨物の小

口化が進行していることがわかる。ただし、全国平均が約４割減少していること

から比べると、北海道は貨物重量も多く、小ロット化の進行も緩やかになってい

る。 

また、図５のとおり、許容積載量に対して実際に積載している貨物の割合を示

す積載効率をみると、全国と北海道のいずれも減少傾向にあるが、特に北海道に

ついては、平成２年度の 55％から、平成 26 年度には 36％に減少するなど、全国

よりも低い水準で推移している。 

こうした多頻度、多品種、小ロットでの輸送は、トラックに積載する荷物の量

を減らし、頻繁に配送をするために多くのトラックやドライバーが必要となる

ことから、積載効率を向上させるための効率化が求められる。 

 

 
2 【流動ロット】 流動１件あたりの貨物重量のこと。各事業所の出荷貨物について出荷日、出荷品目、

着業種、届先地、届先施設、輸送機関などが同一なものを一括して１件として捉えている。「全国貨物

純流動調査（物流センサス）報告書」平成 24 年 3 月 国土交通省 

出典｜物流センサス（国土交通省） 

※各年 3日間調査 
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施設の大型化、複合化 

新しく建設される倉庫の棟数

は、図６にあるように、平成３年

度の約 50,000 棟をピークに年々

減少を続け、平成 26 年度には約

13,000 棟となっている。 

一方で、新たに建設された倉庫

の床面積をみると、平成３年度に

は平均床面積が約 330 ㎡だった

ところ、平成 20 年９月のリーマ

ンショック3を契機に急激な落ち

込みがあったものの、それを除く

と基本的に増加傾向にあり、平成

26 年度には約 640 ㎡まで増加し

ている。 

また、新規で着工した倉庫の床

面積うち、１棟 20,000 ㎡以上の

大規模な倉庫を抽出した合計床

面積は、平成 13 年度の約 80 万㎡

から、平成 17 年度には約 220 万

㎡に増大しており、20,000 ㎡未満

の倉庫が620万㎡から680万㎡と

ほぼ横ばいで推移していること

から考えると、倉庫施設の大型化

の進行が見て取れる（図７）。 

こうした大型化の背景には、小

口の多頻度輸送や物流の効率化

を求める荷主のニーズに対応し、従来の輸送や保管といった機能だけではなく、

流通加工、在庫管理、情報システムといった物流機能全般を複合的に担う物流施

設が付加されていることなどが考えられる。 

 

 
3 【リーマンショック】 2008 年 9 月 15 日に、アメリカ合衆国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズが

破綻したことに端を発して、続発的に世界的金融危機が発生した事象。 
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図７ 大規模倉庫着工床面積 
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（2）北海道の物流特性 

道外と貨物輸送をするためには海を越える必要があり、また広大な面積を有

する北海道は、鉄道輸送の割合が高いのが特徴である。今後、ドライバー不足と

いった課題を解決し、物流水準を維持するためには、鉄道貨物との連携強化や、

鉄道、トラック、海運といった輸送機関の適切な役割分担が重要となる。 

鉄道輸送の活躍 

本州と陸続きになっていない北海

道、四国、九州において、本州との輸

送に鉄道、自動車、海運の中から、ど

の輸送機関を利用しているのか比較

すると、図８のとおり、自動車が通行

できる本州との連絡橋がある四国、九

州では鉄道利用率が 1％程度と低い

のに対して、本州との連絡橋がない北

海道においては鉄道利用率が 8.5％

と高い水準になっている。 

また、北海道と本州の輸送において、フェリーに積載した自動車の割合は

11.6％と低く、四国、九州の２割程度にとどまっているが、その分、海運のシェ

アは他の２地域に比べ、３割程度高い状況になっている。 

 

移入超過と季節変動 

図９は、貨物地域流動調査により、道内・道外間の貨物の推移をまとめたもの

だが、平成 25 年の北海道発の貨物は 2,789 万トンであるのに対し、北海道着の

貨物は 2,829 万トンであり、差し引き 40 万トンの移入超過となっている。こう

した移入超過は、平成 15 年には 725 万トンあったことから、依然として移入超

過傾向は継続しているものの、移入超過の幅は縮小してきている。 

北海道の産業構造は、総生産に占める製造業の割合が全国平均に比べて低い

のに対し、一次産業の比率が全国平均と比べて高く4、移出量も大きく5なってい

 
4 平成 25 年度道民経済計算 北海道経済部 
5 平成 17 年北海道地域産業連関表 北海道経済産業局 
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出典｜H25 貨物地域流動調査（国土交通省） 

※北海道の「自動車」はフェリー経由 

図８ 本州輸送時の輸送機関の分担率 
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る。こうした一次産業比率の高さは、輸送量の季節波動性の高さにつながってお

り、図 10 の北海道発着の港湾貨物量をみると、もっとも利用率の低い 2月に比

べて、10 月は 1.3 倍になっている。 

道内の物流事業者にとっては、移入超過による片荷の発生と季節波動による

積載効率や設備稼働率の変動が課題になっている。 

 

 

人口や産業の地理的偏在 

図 11 の国内における貨物自動車の

１日あたりの輸送距離をみると、北海

道は長距離輸送が多く、全国平均の

64.7km/台日を上回る 83.1km/台日と、

全国の中でもっとも長くなっている。

北海道は、広大な面積の中に消費地で

ある都市や貨物の集積地が分散してお

り、物流コストを押し上げる要因とな

っている。 
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図９ 移出・移入貨物の推移（北海道） 図 10 北海道発着港湾貨物 

図 11 貨物自動車の１日あたり輸送距離 
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（3）札幌市における状況 

団地の概況 

昭和 41 年、当時大都市へ

の急激な人口集中を背景と

して、都心部に過度に集中し

て立地する物流関連施設を

郊外に移転集約することを

目的として流通業務市街地

の整備に関する法律（以下、

「流市法」）が制定され、大谷

地流通業務団地は同法に基

づき整備、分譲された。 

流市法は、流通業務市街地

として整備することが適当

であると認められる区域に

ついて、流通機能の向上及び

道路交通の円滑化を図るた

め、都市計画により「流通業

務地区」を定めることができ

るとしており、図 12 におい

て、赤い線で囲んだエリアが

流通業務地区となっている。

また、流通業務地区内は、流

市法で列挙された流通業務

関連施設以外の施設の建設

が制限されており、基本的に

住宅や商業施設等を建設す

ることはできない。 

さらに図 12 の青い線で囲

んだエリアは都市計画によ

り「流通業務団地」に指定しており、エリアごとに施設の用途が定められている。

たとえば、倉庫業に指定された地区では、基本的に倉庫業に係る施設しか建設す

ることができない。こうした規制があるために、大谷地流通業務団地は、物流に

図 12 大谷地流通業務地区、同団地 

地下鉄南郷

13 丁目駅 

大谷地 IC 

国道 12 号 

地下鉄南郷 18 丁目駅 

地下鉄大谷地駅 

JR 平和駅 

JR 貨物札幌ﾀｰﾐﾅﾙ駅 国道 12 号 

図 13 大谷地流通業務団地の周辺 
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関係する企業が集積し、さらには業種の近い企業が隣接し、立地する状況にある。 

また、大谷地流通業務団地は、図 13 にあるように地域内に日本貨物鉄道札幌

ターミナル駅を内包し、大消費地である札幌の都心部まで車で 25 分、高速道路

のインターチェンジ、国道 12 号などに近接しており、内陸に位置する流通業務

団地としては極めて利便性が高いという特長がある。 

 

立地企業の課題意識 

平成 25 年度に大谷地流通業務

団地に立地する企業に対して行

った調査では、図 14のとおり施設

の老朽化、周辺道路の混雑やアク

セスなど交通面の課題、駐車場を

はじめとする土地の不足を課題

と考える企業が多かった。 

 

 

施設の老朽化 

図 15のとおり1980年以前に建設

された物流施設の床面積が占める

割合をみると、全国で 27.9％、北海

道では 34.9％のところ、大谷地流通

業務団地は 44.9％となっており、施

設の老朽化が進んでいることがう

かがえる。物流施設の耐用年数を 38

年と仮定すると、2018 年には、施設

の大部分が更新時期を迎えること

となり、現状の物流機能を維持する

ためには徐々に施設更新を進める

必要がある。 

  

27

36

50

52

57

0 20 40 60

敷地不足

駐車場不足

交通アクセス

周辺道路の混雑

老朽化

出典│団地企業へ 168 社へのアンケート調査（Ｈ25 札幌

市経済局） 

（ （社） 

図 14 業務上の課題 

27.9

34.9

44.9

0

10

20

30

40

50

全国 北海道 団地

出典│全国/北海道：Ｈ20 法人建物調査（国土交通省） 

   団地：平成 25 年度都市計画基礎調査（札幌市） 

（％） 

図 15 1980 年以前建築の物流施設面積の割合 
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交通面の課題 

図 16 は、大手物流事業者の貨物車両Ｇ

ＰＳデータから、積雪期の団地内・周辺道

路の混雑状況（20km/h 未満で走行をしてい

る地点の集中度合）を把握したもので、国

道 274 号と清田通の交差点、国道 274 号と

平和通の交差点、清田通と平和通の交差点

の3ヵ所を先頭とした混雑が特に多いこと

がわかる。 

意識調査でも、多くの企業が周辺道路の

混雑を課題としているが、実際に混雑して

いる状況を裏付けている。 

 

土地の不足 

団地はＪＲ平和駅、地下鉄南郷 18

丁目駅、大谷地駅から徒歩通勤をす

るにはやや距離があり、また、勤務時

間が不規則なトラックドライバーは

そもそも公共交通機関が利用できな

いことなどから、大谷地流通業務団

地に立地している企業に対して行

ったアンケートによると約８割の

従業員が自家用車で通勤をしてお

り、その結果、多くの企業で駐車場が不足していると回答をしている。 

また、大谷地流通業務団地には多くの大型トラックが乗り入れているが、こう

したトラックや荷台であるシャーシについても駐車する場所が不足する傾向に

ある。 

雇用や施設の操業を継続しながら老朽化した施設の建て替えを進めるために

は、仮移転等のための代替地（種地）が必要となるが、駐車スペースが不足して

いる中で建て替えに必要な種地を生み出すのは難しい側面がある。 

各社の車通勤の割合の平均 83% 

駐車場の不足を感じている企業 36 社 

駐車場の不足台数 281 台 

図 16 交通の混雑状況 

出典│大手物流事業者ＧＰＳデータによる速度低

下箇所（Ｈ26積雪期） 

図 17 団地立地企業の認識 

出典│団地企業へ 168 社へのアンケート調査（Ｈ25 札幌市

経済局） 
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（4）大谷地流通業務団地の状況 

ここまで、国内、道内、市内の物流業界が置かれている状況について整理をし

てきたが、さらに大谷地流通業務団地を取り巻く環境をＳＷＯＴとして整理を

した。 

 

強み

内部環境

＋

－

外部環境

〔立地〕

・消費地に近い

・JR貨物駅、ＩＣ、幹
線道路と近接

・通勤時間が比較
的短い

〔団地〕

・物流関連事業者が集積

・一般住宅が立地できな
い

・協議会による連携体制

機会

・消費者ニーズの多様
化

・通信販売等による宅
配の増加

・物流３法改正等によ
る業際化の進展

・メーカー等における
３ＰＬの推進

・ＩＴ技術の発達

・デベロッパーによる
物流施設への投資
活性化

〔団地〕

・造成当時に設定された
用途制限

〔周辺環境〕

・交通混雑

〔土地・施設〕

・施設及び設備の老
朽化

・空き地不足

・土地所有の細分
化

弱み

・人口減少による物流
量の減少

・少子高齢化による労
働力不足

・労務管理厳格化への
対応

・建設資材、光熱費
の高騰

・地球温暖化等の環
境対策

・地震等災害対応

脅威

 

図 18 は、大きく４つの象限に分かれており、左側には大谷地流通業務団地に

特有の内部環境について整理し、上側には大谷地流通業務団地の強みを、下側に

は弱みを整理している。一方、右側には、大谷地流通業務団地を取り巻く外部環

境を整理しており、上側にはポジティブな影響を受ける可能性がある機会を、下

側にはネガティブな影響を受ける可能性がある脅威を整理している。 

大谷地流通業務団地の強みとしてあげることができるのは、札幌市内に位置

しているために大消費地に近く、日本貨物鉄道の札幌ターミナル駅や道央自動

車道の大谷地インターチェンジ、国道 12 号や札幌新道等の幹線道路に近接して

いること、地下鉄駅の徒歩圏内にあり通勤にかかる時間が比較的短いこと、また、

流市法や都市計画上の用途制限が設定されているために一般住宅や単体での商

業施設等が立地していないことなどがある。 

一方で、大谷地流通業務団地の弱みとしてあげられるのは、団地が造成されて

相当の年数が経過しているために老朽化している施設があること、団地内の土

地については、すべて分譲が終了しているため、今後、建て替えをするにあたり、

営業を継続しながらビルド＆スクラップする際に必要な種地がないこと、土地

図 18 大谷地流通業務団地を取り巻く環境 
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の所有者が細分化されていたり、数社で共有をしているために、建て替えの合意

形成が容易にできないという点、さらに強みとしてもあげていた都市計画上の

用途制限が、造成当時に設定したものであるため、現在の状況に合っていない可

能性があることなどがある。 

次に、外部環境としての機会についてだが、少しずつ色々なものが欲しいとい

う消費者ニーズの多様化や高齢化に伴う通信販売等による宅配の増加は、人口

が減少する中にあって物流量を増加させる可能性があるほか、物流事業を効率

化させるＩＴ技術の発達、デベロッパーによる物流施設に対する投資の活発化

などをあげることができる。 

一方で、外部環境として脅威になるのは、これまで右肩上がりで人口が増加を

続けてきた札幌市においても、近い将来人口が減少に転じると推計6しており、

こうした人口の減少に伴う物流量の減少や生産年齢人口の減少に伴う労働力の

不足、2020 年の東京オリンピックに向けた建設資材の高騰などをあげることが

できる。 

 

 

 

  

 
6 平成 25 年（2013 年）に策定したまちづくり戦略ビジョンでは、札幌市の人口が平成 27 年（2015 年）

前後をピークに減少に転じ、同年からの 10 年間でみると 193 万 7 千人から 191 万 1 千人へと 1.3％減

少すると推計している。 
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３.大谷地流通業務団地の将来に向けたビジョン 

これまで整理した大谷地流通業務団地を取り巻く現状と課題を踏まえ、大谷

地流通業務団地の将来に向けたビジョンとして、「１施設更新に伴う物流施設の

高度化・効率化」、「２都市の消費者ニーズに対応した物流機能」、「３北海道のハ

ブ機能を担う物流拠点」を設定する。 

ビジョン１│施設更新に伴う物流施設の高度化・効率化 

大谷地流通業務団地は、昭和 42 年（1967 年）に造成されており、初期に分譲・

立地した施設は、すでに建設から 50 年近く経過しており、大谷地流通業務団地

に立地する企業が業務上の課題としてあげている課題のうち、最も多いのが施

設の老朽化である。 

ビジョン１は、大谷地流通業務団地の中で、最も多くの立地企業が課題と考え

ている施設の老朽化に対し、いかにして効率的に施設更新を進めるかという観

点をもって設定するものである。施設更新の時期は、それぞれの立地企業によっ

て異なるが、物流施設の建て替え等の更新に合わせ、業際化等へ対応するための

施設の大型化や共同化、土地の有効活用、コストの削減に向けた施設や物流機能

の効率化・高度化を目指すものである。 

ビジョン２│都市の消費者ニーズに対応した物流機能 

ビジョン２は、大谷地流通業務団地の大きな強みの一つである大消費地とし

て札幌市に立地しているという観点から、消費者ニーズの多様化に伴う通信販

売の普及やコンビニエンスストアに代表されるような新鮮な商品を適切な量で

途切れることなく提供する輸送形態に対応するため、多頻度及び多品種、小ロッ

ト輸送や流通加工機能の充実を目指すものである。 

ビジョン３│北海道のハブ機能を担う物流拠点 

ビジョン３は、鉄道の貨物駅や高速道路に隣接する交通の要衝にあるという

大谷地流通業務団地の強みを活かし、北海道の中における中心的な機能を担う

という観点から、鉄道と高速道路の連携強化を通じ、北海道のハブ機能を担う物

流拠点となることを目指すものである。 
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４.将来ビジョン実現に向けた手法 

ビジョン１ 

ビジョン１は、大谷地流通業務団地の喫緊の課題が、老朽化した施設の更新を

効率的に進めることにあるという観点から、施設更新の機会に、経営改善や物流

機能の高度化を実現することを目指すものである。 

しかし、こうした施設更新を実施するにあたり、既存施設で事業を継続しなが

ら、新しい施設を建設するには、最初に新しい施設を建設した後に、既存の施設

を取り壊すビルド＆スクラップを行う必要があるが、大谷地流通業務団地では、

すでに全ての区画の分譲が終了しており、新たに施設を建設することができる

土地が乏しいことが課題となっている。更新を行うための代替地が十分にない

中で事業を継続しながら建て替えをするには、複数の企業が協力・連携をするな

ど新規で建設するための土地を生み出すための工夫が必要となる。 

図 19 は、建て替えに向けて土地を生み出すための手法についてまとめたもの

で、横軸に整備に必要な時間や実現性を置き、縦軸に企業の連携度を置いている。

すなわち左下に位置づけられるものは企業が単独で比較的短い時間で実現でき

る手法であり、右上に行くほど多くの企業が協力し、比較的長い時間がかかり、

実現が容易ではない手法になる。 

最初に、一番左下にある手法をみると、通勤バスを運行することにより、自家

用車の利用を抑制し、これまで駐車場として使用してきた土地を活用して新し

い建物を建設することがあげられる。 

大谷地流通業務団地では、マイカーによる通勤が多く、慢性的な駐車場不足も

課題となっており、通勤バスの運行は、こうした駐車場不足の解決にもつながる

可能性がある。また、近隣に駐車場用地を借りる、あるいは駐車場を立体化する

ことで建て替えに必要な余剰地を生み出すといった手法も考えることができる。 

ほかにも、大谷地流通業務団地の外にある施設に一時的に入居し、その間に建

て替えをするケースや、物流の効率性を損なうことがない事務所といった建物

の一部を２階建て以上に複層化することで余剰地を生み出すといった手法が考

えられる。 
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こうした取り組みは、前述の通勤バスを例にあげると、複数の企業が共同で運

行することで一社当たりのコストを削減できる。また、一定の規模を確保するこ

とで、自前での運行ではなく、バスの運行事業者等に業務委託をすることができ

るなど、複数の企業が協力することで大きな効果が期待できる。 

ほかにも、こうした企業が連携・協力する手法として、社員がマイカーを停め

るために、日中に駐車場を利用する企業と、日中はさほど駐車場を利用しないが、

夜間に業務用の車両や機材を駐車する必要のある企業等が協力することで、駐

車場を集約して余剰地を生み出す工夫や、隣接する企業が共同で物流施設を整

備することを前提として、一時的に駐車場や社屋を共用する、あるいは複層化し

た駐車場や事務所棟を建設するなど、複数の企業が協力することにより、多くの

時間 

連携度 

図 19 実現手法 

近隣に駐車場を借

り、空いた土地に施

設を建設 

通勤バス運行により

マイカー通勤を抑

制、空いた土地に建

物を建設 

利用時間の異なる数

社が駐車場を共用

し、空いた土地に施

設を建設 

共同の通勤バスを運

行し、空いた土地に

施設を建設 

団地内で生じた空地

を種地とし、順次施

設更新 

駐車場や事務所な

ど、一部建物を複層

化し、空いた土地に

施設を建設 

団地外の賃貸施設等

に一時的に移転し、

施設を建設 

隣接企業が共用の立

体駐車場や事務所棟

を建設し、空地に共

同施設を新設 

隣接企業が一時的に

社屋や駐車場を共用

し、空地に順次共同

施設を建設 

複数企業が共同で大

型物流施設を建設 

定期借地権設定によ

り、デベロッパーが

建設した大型施設に

テナント入居 

再開発事業により、従前

の土地や建物の資産価値

に相当する分を新施設の

床と等価交換 

区画整理事業により、土

地所有者が少しずつ土地

を提供し、総合的に土地

を再整備 
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余剰地を生み出すことが可能となると思われる。 

さらに一定のまとまった建て替えに必要な種地を確保することができた場合、

確保できた種地に施設を新設した企業が既存の施設を取り壊した跡地を、別の

企業が種地として活用し、順次、建て替えを予定している企業がローリングで種

地を確保・活用することが考えられる。 

また、前述の共同の物流施設については、さらに多くの企業が参加することで、

より多くの建て替えに必要な土地を生み出すことができる可能性があるほか、

横持ち7の削減や物流機器の共有といったコスト削減にもつながる側面がある。 

こうした物流施設の建設にあたり、その手法の一つとしてデベロッパーと協

力することをあげることができる。協力にはさまざまな方法が考えられるが、土

地を売却あるいは定期借地権を設定した上で、デベロッパーが共同の物流施設

を建設し、立地企業がテナントとして入居することで、建て替えに係る費用を低

減させるといった手法が考えられる。 

さらに一歩進めたものとして、一番右上に位置づけられている、再開発と区画

整理事業をあげることができる。いずれも非常に多くの立地企業の合意が必要

であり、時間もかかり、実現することも容易ではないが、大谷地流通業務団地の

道路や区画、インフラのあり方について総合的に整備することが可能となる。 

施設更新の時期については、それぞれの施設の建設時期が異なることなどか

ら必ずしも一致しない可能性もあるが、建て替えを予定している企業や組合か

ら、順次、高度化・効率化に向けた見直しについて検討を進める必要がある。 

以下、具体的な手法について、他地域の事例等を踏まえて説明する。 

 

 
7 【横持ち】 物流の効率化のためには、できるだけ輸送距離を短くするのが望ましいが、小分けや包装

のための物流加工や配送センターでの行先別集約作業などのため、最短距離ではない場所を経由す

る必要が生じる場合がある。こうした寄り道を横持ちという。 
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（1）共同通勤バスの運行による空地の創出 

図 20 は、埼玉県越谷市の流通業務

団地で、団地内の企業が連携して通勤

バスを運行している事例であり、同団

地内に立地する卸売業者で構成され

ている協同組合越谷卸センターが流

通業務団地内の巡回バスを業務委託

により実施している。 

大谷地流通業務団地においても、こ

うした共同通勤バスを運行すること

で、これまで駐車場として利用してい

た土地を活用し、建て替えに必要な用

地を確保することができるほか、マイ

カーの利用を通勤バスに転換するこ

とで周辺道路の混雑緩和や路上駐車

の削減にも寄与することができる。また、近年の有効求人倍率の上昇等に伴い、

パート従業員等を雇用することが困難になっていると言われているが、共同通

勤バスを運行することでマイカーを持たない人材を雇用しやすくなるという利

点もある。 

通勤バスは、単独でも運行が可能だが、複数の企業が協力して運行することで

一社あたりの負担を軽減することができるほか、一定の利用者を確保すること

で、運行業務をバス事業者等に外部委託することが可能になる。 

 

（2）施設の一部を他の施設に仮移転し、順次建て替える手法 

図 21 は、国土交通省が「国際競争力強化のための物流施設整備に関するビジ

ョンの策定検討委員会（以下、「検討委員会」という。）」において、東京南部流

通業団地の施設更新に対する課題について検討した際のものである。東京団地

冷蔵株式会社が、施設を更新するにあたり、施設の一部テナントを一時的に他の

冷蔵倉庫に移転させ、移転した跡地に新しい施設を建設し、竣工した倉庫に既存

施設に入っていたテナントが移転し、さらに、その跡地に建て替えをすることを

繰り返し、最終的には仮移転していたテナントが新施設に入居して、建て替えを

埼玉県越谷市の流通業務団地では、団地内の企業が連

携して通勤バスを運行。 

図 20 越谷市流通業務団地通勤バス 
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完了させるという手法

である。 

このケースでは、建

て替えにあたり、より

機能強化するため構内

公道の付け替えを併せ

て実施している。施設

全体を建て替えるとな

ると、大きな仮移転先

が必要になるが、一部でも仮移転して余剰地を生み出すことができれば、最終的

な建て替えまで時間を要するものの、施設の運営を継続しながら建て替えをす

ることができる。 

 

（3）高層化した団地内施設へ仮移転し、建て替える手法 

図 22 も東京南部流通業

務団地の施設更新に対する

課題について、検討委員会

が検討した手法であり、流

通業務団地内に高層化した

物流施設を建設し、これま

で一層で運営していた施設

を高層化した施設に仮移転

させ、仮移転した企業の跡

地を建て替えるものであ

る。施設を建て替えた後には、仮移転していた東京団地冷蔵が戻り、高層化した

施設には別の事業者が入居する、あるいは東京団地冷蔵が床面積を増やす格好

で引き続き冷蔵倉庫として利用することになる。 

例えば、大谷地流通業務団地内に空き地を保有し、将来的には物流施設を建設

する予定だが、それほど急がない企業があった場合、すぐに建て替えをしたいと

いう企業に移転先を提供しながら、建て替えが終了した後は、仮移転していた物

流施設を利用することができるという利点がある。 

 

図 21 他の施設に仮移転 

Step1│一部が仮移転 Step2│空地に建て替え 

Step3│順次建て替え Step4│仮移転した事業者が戻る 

公道付け替えによる機能強化 

図 22 高層化した団地内施設へ仮移転 

Step1│一部が仮移転 Step2│空地に建て替え 

Step3│順次建て替え Step4│仮移転から戻る 
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（4）流通業務団地外の新たな施設を活用する手法 

図 23 も検討委員会が検討した案の一つだが、東京南部流通業務団地の外の新

たな施設を活用して建て替えをする手法である。本事案では、中央防波堤外側埋

立地近隣埋設地に物流施設を建設し、東京団地冷蔵の一部または全てを仮移転

し、跡地に団地冷蔵の施設を新設した後に仮移転先から戻り、仮移転していた施

設は引き続き団地冷蔵が利用を継続するか、他の物流施設として活用するもの

である。 

これを大谷地流通業務団地

に置き換えてみると、例えば、

図 24にある東雁来第２土地区

画整理事業の流通・工業系業

務用地などに仮移転先となる

物流施設を建設する、もしく

は図 25にあるように同業務用

地に大和ハウス工業株式会社

が建設を検討している物流施

設などにテナントとして仮移転するといった手法が考えられる。また、大谷地流

通業務団地の立地企業のうち、団地以外にも物流施設を保有している場合には、

自社の他施設に機能を振り分けることで建て替えが可能となるケースも考える

ことができる。 

施設全体が仮移転することで、すべての施設を一度に建て替えることが可能

となり、一部の施設をローリングで建て替えることに比べて短期間で工事を終

えることができるという利点がある。 

 

 

  

図 24 東雁来第２土地区画整理事業 図 25 大和ハウス工業による物流施設建設の検討 

図 23 団地外の新たな施設に仮移転 

Step1│団地の外に仮移転 Step2│空地に建て替え 

Step3│順次建て替え 
Step4│仮移転から戻る 

 

出典│平成 27 年 9月 19 日北海道建設新聞 
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（5）共同出資による大型施設への建て替え 

図 26 は、国土交通省が実施する平成 26

年度港湾機能高度化施設整備事業（物流拠

点再編・高度化支援施設）の採択事業とな

った事例であり、四日市港に分散立地して

いた老朽物流施設を、外貿コンテナを扱う

霞ヶ浦北埠頭地区コンテナターミナルの

隣接地に集約するものである。日本トラン

スシティ株式会社と伊勢湾倉庫株式会社

の共同出資会社である霞北埠頭流通セン

ター株式会社が事業主体となり、共同の施

設を建設することによってコンテナ貨物

取扱量の拡大、貨物輸送距離の短縮・効率

化を図るものである。 

共同で大型施設を建設するには、複数の

企業の合意形成が必要となり、受注産業で

競争の激しい物流業界においては課題も

多いのかもしれないが、複数の物流施設を集約して共同化、大型化することで横

持ちコストの削減や冬期間の積雪の影響を受けにくくなるといった利点がある。 

 

（6）デベロッパーとの連携による施設更新 

図 27 は、大手デベロッパーである大和ハウス工業株式会社が物流施設の整備

を支援する「Ｄプロジェクト」において、物流施設を整備する形態についてまと

めたものである。 

左上は、物流施設を運営する企業が土地や建物を保有することなく、大和ハウ

ス工業が土地所有者の依頼を受けて建設した物流施設について、物流企業が所

有者と賃貸借契約を結ぶことで運営をするものである。物流施設のテナント料

はかかるが、資産を保有しないことで初期投資を抑えて運営することができる

利点がある。 

一方、上段右については、土地は大和ハウス工業が定期借地権を設定して借り

受け、そこに建設した物流施設を物流施設運営企業が賃貸借契約を結ぶことで

テナントとして入居するものである。賃貸借契約の相手方が土地の所有者では

出典│日刊建設工業新聞「国交省／大規模港湾物

流施設共同建替支援事業／初弾に四日市港

流通センター採択」（2014.12.04） 

出典│国土交通省「港湾に立地する物流施設の再

編・高度化事業の開始について」） 

図 26 共同の大型施設へ建て替え 
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なく、建物だけを大和ハウス工業から借り受けて運営することになる。 

下段左は、大和ハウス工業株式会社が所有者から土地を購入し、物流施設を建

設した上で、土地と施設を物流施設運営企業が購入するものである。大きな初期

投資が必要になるが、テナント料を支払うことなく、資産を保有することができ

るという利点がある。 

下段右については、特定目的会社が土地を購入し、そこに物流施設を建設した

上で、物流施設運営企業に賃貸借契約を結ぶことで貸すというものである。この

場合も、物流施設運営企業は、テナント料を支払う必要はあるものの、初期投資

を抑えて運営できるという利点がある。 

そのほかに、立地企業が保有している土地について、定期借地を設定した上で

貸しながら、その土地にデベロッパーが物流施設を建設し、テナントとして入居

するといった形態も考えることができる。分譲スタイルを別にすると、いずれも

初期投資を抑制し、テナント料として費用負担を平準化することができるほか、

将来の社会環境の変化に対応をしやすいという利点がある。 

 

 

 

 

 

 

図 27 デベロッパーと連携した物流施設整備のスタイル 

出典：大和ハウス工業株式会社

https://www.daiwahouse.co.jp/business/logistics/bts_point02.html 
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（7）土地区画整理事業 

図 28 は、一般的な住宅地における土地区

画整理事業についてまとめたものだが、土

地区画整理事業とは、地権者が少しずつ土

地を提供し、その土地を道路や駐車場とい

った公共用地に充てたり、一部を売却して

土地区画整理事業の資金に充てるという事

業制度である。 

地権者にとっては所有する土地が従前に

比べて小さくなってしまうものの、土地の

区割りや道路の取り

付けや拡幅、橋の建設

など、流通業務団地と

して整備をした当時

から変化してしまっ

た環境にも対応する

ことができるほか、図

29 にあるように地権

者が細分化した土地を集約して、大きな施設を建設するなど、根本的な見直しを

図ることで、より利用価値の高い土地にすることができる。 

 

（8）再開発事業 

再開発事業とは、一般的に都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物

が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建

築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市に

おける土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る手法である8。 

 
8 国土交通省都市局市街地整備課 

http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/shuhou/saikaihatsu/saikaihatsu.htm 

図 28 土地区画整理事業の実施イメージ 

図 29 土地・施設の集約イメージ 

細分化された土地建物を、更

新・整備にあわせて集約・拡大 
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こうした手法は、流通業務団地でも活用が可能であり、図 30 にあるように敷

地を共同化して複層化した高度物流施設を建設し、従前より所有していた土地

等の権利と等価の床に置き換えるほか、高度利用で新たに生み出された床（保留

床）については、駐車

場等の公共施設用地

に充てることができ

るほか、売却等によっ

て処分することで事

業費に充てることも

可能である。 

 

ビジョン 2 

大谷地流通業務団地の大きな強みは、大消費地である札幌市に立地している

点である。ビジョン２は、都市に居住する住民の多様なニーズに対応するため、

多くの品種を小ロット・高頻度で提供することができるよう輸送機能や流通加

工機能の充実を目指すものである。一方で、こうした多品種・小ロット・高頻度

の輸送は、物流コストの上昇につながることになるが、生産年齢人口が減少し、

労働力の確保が難しくなる中で、きめ細かな対応を実現するには、ＩＴ機器やマ

テリアルハンドリング機器9の充実による効率化、流通加工機能の充実によるリ

ードタイム10の削減などが必要となる。 

図 31 は、物流機能の向上を実現させるための手法についてまとめたもので、

横軸には実現に必要な時間や実現性を置き、縦軸には企業の連携の度合いを置

いている。 

一番下の左側にあるのは、小口輸送に必要な切り分け、包装・値付けといった

流通加工機能の拡充である。多品種・小ロット・高頻度の輸送を実現するには、

一定のロットの荷物を小口に切り分け、それをルート別、店別に分類・集約した

上で、別の場所で作業する横持ちを削減するために包装や値付けといった加工

を同時に行う必要がある。このように加工機能を充実することで、ニーズと適時

性に合ったきめの細かい対応が可能となる。 

 
9 【マテリアルハンドリング機器】 生産拠点や物流拠点内の原材料、仕掛品、完成品の全ての移動に

かかわる取り扱いをマテリアルハンドリングといい、これらを効率化する機器のこと。 
10 【リードタイム】 生産・流通・開発などの現場で、工程に着手してから全ての工程が完成するまでの

所要期間。 

図 30 再開発事業 
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また、同様にＩＴ機器、マテリアルハンドリング機器を導入することで作業が

効率化し、よりきめの細かい対応が可能になるほか、これまで熟練が必要だった

荷物のピッキング等の作業を、それほど熟練していない人材でも担うことが可

能となる。こうした機器の導入は、人材の不足という課題の解決にもつながるこ

とになる。 

こうした対応は一社だけで導入することでも効果があるが、複数の企業が共

同で導入することでさらに大きな効果を期待することができる。たとえば、ＩＴ

を活用した輸送管理システムを共同で導入することで、複数の企業が保有する

車両の情報を共有することができるほか、資材を共同で調達することでコスト

を削減したり、商品を収納するラックやオリコンと呼ばれる通い箱、パレット等

を共通化することで、作業の効率を向上させることができる。 

また、こうした連携をさらに強め、共同輸配送を実現させることで、トラック

の積載効率の向上や、昨今のドライバー不足という課題の解決につながる可能

性があるほか、倉庫業者と運送事業者など複数の事業者が共同の物流施設を持

つことで、横持ちコストの削減や輸配送システムを共有することによる待機時

間の減少といった効果も期待できる。 

 

以下、具体的な手法について、他地域の事例等を踏まえて説明する。 

時間 

連携度 

流通加工機能の拡
充による小口輸送
対応 

ＩＴ機器、マテリ
アルハンドリング
機器等の導入によ
る作業効率向上 

資材やパレットなど
の企画を共通化し、
共同利用/共同調達 

ＩＴ機器、マテリア
ルハンドリング機器
等の共同導入による
作業効率向上 

倉庫業者と運送事
業者など、輸送網
の集約による横持
ちコストを削減 

共同輸配送による
積載効率の向上や
ドライバー不足へ
の対応 

図 31 実現手法 
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（1）流通加工機能の拡充 

近年は、３ＰＬ（3rd Party Logistics）と呼ばれる荷主企業に代わって、最

も効率的な物流戦略の企画立案や物流システム構築の提案を行い、かつそれを

包括的に受託する事業がある。こうした事業が台頭する背景には、多品種・小ロ

ット・高頻度輸送への対応が求められていることがあり、発注から配送までにか

かるリードタイムをできるだけ短縮し、横持ちコストを削減するために流通加

工機能を一体的に保有していることが特徴となっている。 

大谷地流通業務団地が、納品先である小売店舗等が立地している札幌市内に

立地していることは、リードタイムの短縮において優位性を持つが、在庫として

保管している倉庫から別の建物に運び出して加工するのではなく、倉庫の中で

流通加工まで行うことで、こうした優位性を一層高めることになる。 

たとえば、一定のロットで保管している商品を切り分けたり、複数メーカーの

商品の中から少量ずつ選び

出すピッキング、納入先の

仕様に合わせた値付けやラ

ベル貼り、店別や包装、ルー

ト別のパッキングといった

流通加工を行うことで、ニ

ーズと適時性に合ったきめ

細かな小口配送が可能とな

る。 

 

（2）ＩＴ機器、マテリアルハンドリング機器等の導入 

自動倉庫 

図 33 は自動倉庫の一例だが、自動倉庫とは、立体的な多層の固定棚に在庫を

図 32 流通加工機能の拡充 

 

 

ピッキング 
値付け 
ラベル貼り 

包装、パッキングなど 



 

26 
 

格納する倉庫で、入手庫作業を自動化

している。自動倉庫を導入すること

で、商品が入荷したら、自動で収納場

所へ運ばれ、どこにどのような商品が

あるのか在庫管理をシステム上で容

易にすることができ、出庫する時にも

必要な商品を入力することで自動的

に取り出すことができる。 

自動化することで人がラックの中

を歩く必要がなくなるため、通路部分

も収納スペースにすることができる

ほか、収納するラックの高さを上げる

ことができるため、床面積に対して収納効率が高くなるという利点がある。 

ピッキングシステム 

ピッキングは注文や出荷指示等に基づき、対応する品物を在庫から選び出す

ことで、図 34 は選んだ品物を入れるカートにピッキングを指示するハンディタ

ーミナルをつけたシステムである。小口輸送を実現する上で、素早く、かつ正確

に商品を選び出すことは非常に重要である。ピッキングシステムを導入するこ

とで、商品やラックに付けられたＩＣタグ等を利用して、目的の商品がどこにあ

るのかすぐわかるようになっている。 

人の目でピッキングする場合に比べると、形状や品番が似ていることによる

間違いが少なくなるほか、図

34 にあるような目指す商品が

どこにあるのを示すハンディ

ターミナル等の機器を導入す

ることで、熟練していない作

業者でも正確なピッキングが

可能になる。労働力人口の減

少等による人手不足が懸念さ

れる中、熟練していない少数

の人材でも対応できるという

利点がある。 

 

図 33 パレット系自動倉庫 

出典│日通商事株式会社物流機器総合カタログ 

出典│日通商事株式会社物流機器総合カタログ 

図 34 ピッキングシステム 
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（3）ＩＴ技術の活用 

近年は、ＩＴ技術が大きく進歩しており、これらを導入することで大幅な効率

化を期待することができる。たとえば、これまでまとめてバッチ処理11していた

ものを、インターネットを介してリアルタイムで処理をすることで、在庫の状況

や配送の状況をタイムラグのない形で共有することができる。 

物流におけるシステムにはさまざまなものがあるが、例えば、ＷＭＳ

（Warehouse-Management-System）と呼ばれる倉庫管理システムを導入すること

で、どこに何が保管されているのか管理するロケーション管理、ピッキング等の

作業の進捗管理、在庫の管理、入荷や出荷等の管理をリアルタイムで処理するこ

とで、一連の作業をスムーズに進めることができる。倉庫の状況をリアルタイム

で見える化することで、在庫量を減らしながら、欠品にならないように補充をす

ることが可能になる。特に、小口で、複数の会社の商品を積み合わせる場合には、

こうしたシステムを活用することで効率化を図るとともに、誤配送を防ぐこと

にもつながる。 

ＴＭＳ（Transport -Management –System）と呼ばれる輸送管理システムにつ

いては、これを導入することで車両の状況をリアルタイムで把握することが可

能となり、実車率、稼働率、積み合わせ、帰り荷の確保、安全管理、労務管理、

温度管理等の一括管理が可能となる。こうした輸配送の見える化によって、輸送

方法についても、幹線輸送12が効率的なのか、中継配送13がいいのか、確実に集

荷するためミルクラン14をするべきなのか、効率的なオペレーションを行いやす

くなる。 

また、トラックの荷台に余裕があって荷物が欲しい求荷と、小口の荷物がある

ので運んでくれる車が欲しい求車を結びつけるシステムや、倉庫に余裕があっ

て荷物が欲しい求荷と荷物を一時的に保管しておきたい求庫システムについて

も、ＩＴを活用しリアルタイムで状況を把握することで一層の効率化が期待で

きる。 

 
11 【バッチ処理】 一定期間（もしくは一定量）データを集め、まとめて一括処理を行う処理方式。企業に

おける売上データや受注データの集計処理など、一定期間ごとに大量のデータを集めて処理する場合

に有効。 
12 【幹線輸送】 ある輸送拠点にそのエリアの荷物を大量に集め、その拠点から別の拠点に大量輸送

機関で運ぶこと。 
13 【中継輸送】 長距離・長時間に及ぶ運行等において、運行途中の中継地等において他の運転

者と乗務を交代する輸送形態のこと。 
14 【ミルクラン】 牛乳業者が酪農家の間を回って牛乳を引き取っていくように、仕入れ先などを巡回し

て商品を集荷する物流方式。 
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（4）共同輸配送による効率化 

共同で輸配送するシステムを導入することで、一台のトラックに積載する荷

物の量を確保するとともに、帰り荷を確保するなど商品を積んで走行する割合

を高め、保有する車両の稼働率を向上させることが可能となる。 

小口輸送の増加に伴い、少量の荷物しか積載していないトラックが増えてい

る場合、共同輸配送によってトラックを集約することで積載率を向上させるこ

とができるほか、突然の追加や変更があった場合、複数の企業が連携をすること

で急な配車をすることなく、積み合わせで対応をすることが可能となり、突発的

な対応のためにトラックやドライバーを余分に配置しておかなくて済むという

利点がある。こうした共同輸配送については、物流業界の特性などから難しいと

いう側面があるのかもしれないが、流通関連の施設が集積する地域だからこそ、

こうした連携をすることで大きなメリットが生じると思われる。 

また、第２章の図１にあるように、平成 27 年９月時点で、約 60％の事業者が「人

手不足」だと感じている

ことに加え、トラックド

ライバーの平均年齢が上

昇基調にある中、今後、生

産年齢人口の減少によ

り、ますますトラックド

ライバーが減少すること

が懸念される、共同輸配

送による効率化は、こう

したドライバー不足の解

決に資する可能性がある。 

 

（5）物流施設の共同化による効率化 

大谷地流通業務団地には、比較的中小規模の施設が多く立地しているが、これ

を共同で大型化することで、施設内で荷物をやり取りすることができるように

なり、横持ちコストを削減することが可能となる。荷物は、できるだけ移動をさ

せないことで、移動中の損傷やコストを削減することができることから、できる

図 35 共同輸配送 
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だけ横持ちの移動をしないことが望ましい。特に、冬期には、建物の中で一連の

作業をすることで、外部の積雪の影響を受けにくくなるといったメリットがあ

る。 

また、倉庫業とトラック輸送など異なる業種が共同で物流施設を運用し、流通

加工機能も付加した施設整備やＩＴを活用したシステムを導入することで、小

口輸送といった

物流ニーズに対

応した在庫管理

から流通加工、

配送といった一

連の流れをスム

ーズに行うこと

が可能となる。 

 

ビジョン 3 

大谷地流通業務団地のもう一つの強みは、全国でも有数の貨物を取り扱う日

本貨物鉄道の札幌貨物ターミナル駅や苫小牧港や小樽港、石狩湾新港、新千歳空

港といった貨物の集積地につながる高速道路のインターチェンジや大動脈とな

る国道に隣接する交通の要衝にあるという点である。ビジョン３は、こうした大

谷地流通業務団地の強みを活かし、北海道の中における中心的な機能を担うと

いう観点から、鉄道と高速道路の連携強化を通じ、北海道の中心的な物流拠点と

なるようハブ機能の一層の向上を目指すものである。 

図 37 は、北海道において大谷地流業務団地が物流の拠点となり、物流が効率

的になるようハブ機能を向上させるための手法についてまとめたもので、横軸

には実現に必要な時間や実現性を置き、縦軸に企業の連携の度合いを置いてい

る。 

大谷地流通業務団地では、すでに個々の企業によって一定のハブ機能を担っ

ていると考えられるが、さらにハブ機能の向上を図るには複数の企業が連携・協

力をする必要があることから、個別企業によるものではなく、複数の企業による

実現手法をあげている。 

まず、左側に位置づけているのが、企業連携による鉄道やトラック輸送の効率

化である。大谷地流通業務団地に集積する貨物は、配送先等によって分類され、

図 36 異業種による物流施設の共同化 
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さらに次の目的地へ向けて輸送されるが、第２章の図５にもあるように貨物自

動車の積載効率は決して高くない状況にある。複数の企業が連携した共同輸配

送を実現することで、トラックの積載率を向上させるとともに、運行頻度を改善

することで効率的な輸送が実現できる。こうした共同輸配送は、貨物が集積し、

積み替えが行われる場所で行われることで、より効率化が期待できるとともに、

こうした効率化はドライバー不足の対応にも有効と考えられる。 

こうした効率化は、一度に積載することができるコンテナの量が決まってい

る鉄道輸送にもおいても同じことが言える。これまでコンテナを一杯にするだ

けの貨物がなかったために鉄道貨物を利用することができなかった場合であっ

ても、複数の企業が共同でコンテナを活用することで、鉄道輸送を利用できる機

会が増える可能性がある。図 37 の右上に位置づけているように複数の企業が協

力することで、近距離はトラック、長距離は鉄道といった役割分担がより進展す

る可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、物流施設の整備や交通アクセスを見直すことで、横持ちのコストをさ

らに低減させ、高速道路と鉄道貨物のターミナルが近接しているという大谷地

流通業務団地の強みをさらに伸ばし、ハブ機能の向上につながることが考えら

れる。 

時間 

連携度 

企業連携により積載率や
運行頻度を改善し、道内
の効率的なトラック輸送
を実現 

企業連携によりコンテナ
積載率を改善し、効率的
な鉄道輸送を実現 

鉄道、高速道路、トラッ
ク間の横持ちコストを低
減するための交通アクセ
スの見直し 

近距離はトラック、長距
離は鉄道といった役割分
担（モーダルシフト） 

図 37 実現手法 



 

31 
 

 

（1）共同輸配送による効率化 

共同輸配送による効率化は、ビジョン２を実現するための手法としてもあげ

ているが、これは道内のハブ機能の向上においても重要な手法と考えられる。 

道内は、主要都市や生産地が点在しているために移動距離が長く、どうしても

長距離トラックが増える傾向にある。しかし、労務環境の厳格化に伴い、こうし

た長距離便はトラックの確保が難しくなる傾向にある。集積した貨物を分類し、

複数の企業の貨物を積み合わせることで積載率や運行頻度が改善し、中継輸送

を増やすことで移動距離も短くなる。 

 

（2）鉄道輸送へのモーダルシフト 

モーダルシフトとは、図 38 にあるようにトラックによる幹線貨物輸送を、一

括して大量に貨物を輸送することができる海運や鉄道に転換することを指す。

一度にたくさんの貨物を輸送することができるため、トラックドライバー等の

人員が少なくて済むほか、周辺の交通渋滞の緩和といった効果も期待できるこ

とや、ＣＯ２の排出量や消費エネルギーを低減する効果15もある。 

モーダルシフトのうち海運については、ＲＯＲＯ船16やコンテナ船、フェリー

などの利用があげられるが、日本貨物鉄道の札幌貨物ターミナル駅がある大谷

地流通業務団地においては、鉄道輸送への転換が考えられる。 

鉄道貨物輸送とトラック輸

送を比較すると、鉄道貨物輸送

の方が時間はかかるものの、輸

送コストは長距離になるほど

鉄道輸送の方が割安となる傾

向にある17。また、運行ダイヤが

 
15 鉄道貨物は、ＣＯ２排出量でみると、営業用トラックの約８分の１、エネルギー消費でみると約６分の１となる。ま

た、従業員一人当たりの年間貨物輸送トンキロは、自動車が約 28 万トンキロであるのに対し、鉄道は約 283 万トン

キロとなっている。日本政策投資銀行調査第 88 号「今後の物流ビジネスにおけるモーダルシフトへの動き－鉄道

貨物輸送を中心に－」2006 年 4 月 
16 【ＲＯＲＯ船】 ロールオン・ロールオフ船の略。船体と岸壁を結ぶ出入路「ランプ」を備え、貨物を積んだトラック

が、そのまま船内外へ自走できる貨物専用フェリー。 
17 日本政策投資銀行調査第 88 号「今後の物流ビジネスにおけるモーダルシフトへの動き－鉄道貨物輸送を中心

に－」2006 年 4 月 

図 38 モーダルシフト 
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決まっているため、道路混雑等で所要時間が変動しやすいトラック輸送に比べ、

あらかじめ輸送計画が立てやすいという利点もある。一方で、比較的近距離で多

頻度の小口輸送をする場合にはトラック輸送の方が割安で柔軟な運行が可能で

あることから、近距離はトラック、長距離は鉄道といった役割分担が重要である。 

図 39 は、国土交通省が実施する平成 27 年度モーダルシフト等推進事業にお

いて採択された事例である。Ｓ研北海道共配ＪＲコンテナ共同配送協議会が実

施する事業だが、札幌貨物ターミナルまで輸送された保冷コンテナについて、そ

れまでは空のまま保冷コンテナを戻していたところ、札幌市で複数の荷主の荷

物を集約し、保冷コンテナをドライコンテナとして活用して函館市や釧路市へ

輸送するというもの

である。 

これまでトラック

で輸送していた複数

の荷主の荷物を集約

することで、空いてい

たコンテナを利用し

て帰り荷を確保し、効

率化することができ

ている。 

大谷地流通業務団

地のように荷物が集

中する場所において、

こうした取り組みを

進めることで一層の

効率化が期待できる。 

 

（3）高速道路とのダイレクトアクセス 

大谷地流通業務団地の強みの一つは、高速道路や国道、鉄道の貨物ターミナル

が隣接していることだが、第２章の図 14 にあるように、大谷地流通業務団地に

立地する企業を対象としたアンケートでは、約半分の企業が周辺道路の混雑や

交通アクセスを課題として考えている。また、モーダルシフトを進める上で、課

題の一つとなっているのがトラックと鉄道貨物のスムーズな積み替えである。 

このように大谷地流通業務団地のハブ機能の向上のためには、トラック、鉄道、

図 39 モーダルシフトの事例 

出典│平成 27 年度「モーダルシフト等推進事業（補助事業）」の認定につ

いて（国土交通省） 
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物流施設の横持ちコストの低減を図る必要があり、現状の交通アクセス等が十

分に機能しているのか今一度検討する必要がある。 

高速道路とのダイレクトアクセスは、高速道路から大谷地流通業務団地内に

直接インターチェンジを設ける、あるいは物流施設に荷捌き用のパーキングエ

リアを設けるというものである。 

図 40 の阪神高速道路泉大津パーキングエリアは、ビルの一部に設けられてお

り、ビルに設けられた休憩施設やレストランを利用することができるようにな

っている。同じように物流施設の一部にパーキングエリアを設けることで、高速

道路から降りることなく、リフト等を利用して、荷物を積み下ろしすることがで

きるのではないかというものである。現時点ではあくまでアイデアレベルだが、

交通アクセスの改善ための可能性の一つと考えることができる。 

 

 

  

出典｜立体道路制度を適用したパターン（一般財団法人日本みち研究所ＨＰ） 

※http://www.rirs.or.jp/business/rittai_sodan/A10.php 

図 40 阪神高速道路泉大津パーキングエリア 
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５. ビジョンの実現に向けた環境の整備 

ここまで大谷地流通業務団地の高度化に向けたビジョンと、それを実現する

ための手法について整理をしてきたが、このような物流施設の更新や整備をは

じめとする高度化に向けた取り組みは、基本的に民間企業が主体的に進めるべ

きことである。 

しかし、こうした高度化については、多くの投資が必要になるほか、いくつか

の企業が連携する場合には合意形成が必要になる。高度化に向けた検討にあた

り生じる課題を解決し、各企業がより取り組みをしやすくなるためには、取り巻

く環境を整える必要があり、そのためには行政が主体的に担うべきところも多

いと考える。 

第５章では、立地企業が、高度化についてより検討を行いやすくなるための環

境整備について整理をする。 

 

（1）土地利用計画の見直し 

大谷地流通業務団地には、図 41 にあるように、流通業務市街地の整備に関す

る法律により流通業務関連施設以外の建設が制限される「流通業務地区」と、さ

らに都市計画により、施設の用途ごとに敷地の位置が定められる「流通業務団地」

を設けている。 

大谷地流通業務団地の中で施設更新をする場合、流市法に定められた流通業

務関連施設以外の建設が制限されるほか、都市計画の土地利用計画によって指

定された用途以外は建設が制限されることになる。たとえば、倉庫業に指定され

た地区では、倉庫業の用途でしか建設ができないことになり、それ以外の用途の

施設や複合的な用途の施設を建設することができない。 

しかし、これまでも述べてきたように、近年は、消費者ニーズの多様化により、

多品種・小口・多頻度で商品を柔軟に提供する必要があり、倉庫業や卸売業、輸

送業という業種を超えて、業際的に取り組むことが求められている。 
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また、施設の更新を行うに

あたり、業務を継続しながら

ビルド＆スクラップをして

いくためには、新しい施設を

建設するための種地が必要

となるが、種地のある場所が

同じ用途の土地にあるとは

限らないため、土地利用計画

に沿った形で施設を更新す

るには、非常に限定された範

囲で種地を見つけていかな

くてはならない。 

さらに、複数の業種にまた

がる企業が共同で大型の施

設を建設しようとしても、土

地利用計画による制限のた

めに、複合的な施設を建設することができない状況にある。 

平成 28 年度以降、ビジョンの実現に向けた環境整備として、土地利用計画の

見直しに向けた検討を行うことにする。 

一方、流市法によって流通業務地区に流通業務関連施設以外の建設が制限さ

れていることについては、大谷地流通業務団地が本市の流通において重要な役

割を担っていること、物流施設が夜間も稼動し、大型トラックが頻繁に出入りす

るなど、一般的な住居や商業施設などと混在しないことによる利益があると認

められることから継続することが望ましい。 

 

（2）建築規制の見直し 

大谷地流通業務団地には、西卸売業用地のみ容積率が 300％となっているが、

それ以外は建ぺい率が 60％、容積率が 200％、高さ制限が 31ｍの建築制限があ

る。 

大谷地流通業務団地は、準工業地域に指定していることから、建築基準法上は

50％、60％、70％、80％のいずれかに都市計画で決定することになっているほか、

容積率についても、100％、150％、200％、300％、400％、500％のうち都市計画

で決定をすることになっている。 

図 41 大谷地流通業務地区、同団地（再掲） 



 

36 
 

近年、物流施設は荷物のかさ高や自動倉庫等に対応するため一定の高さが必

要になってきているほか、大谷地物流業務団地という限られた土地を有効に活

用するためには用途に応じて複層化することも検討する必要がある。また、種地

を確保して、ビルド＆スクラップによって施設の更新をする際に、こうした建築

規制が阻害要因になる可能性も大いに考えられる。 

平成 28 年度以降、ビジョンの実現に向けた環境整備として、建築規制の見直

しに向けた検討を行うことにする。 

なお、土地利用計画とともに建築規制の見直しをするには、図 42 にあるよう

に都市計画の見直しが必

要になる。都市計画を所

管する部と協議をしなが

ら、地権者の意見を改め

て聴取し、見直し案を作

成し、公告・縦覧、都市計

画審議会への諮問、北海

道との協議などを経て都

市計画決定をすることに

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

（3）種地の確保 

都市計画決定のあり方の検討とともに、具体的な施設更新に必要となる代替

地がないか検討をする。大谷地流通業務団地の分譲はすでに終了しており、札幌

市は公共用地として一部市有地があるものの、一般財団法人札幌産業流通振興

協会が所有するアクセスサッポロとして運営をしているところであり、すぐに

種地として提供できる土地を保有していない。 

図 42 都市計画決定手続き 

出典│札幌市ＨＰ 
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企業連携等による種地の創出や市有地の活用検討など、立地企業と札幌市が

連携して検討を進める。 

 

（4）物流総合効率化法に基づく総合効率化計画策定の支援 

物流総合効率化法は、平成 17 年から施行されている物流を総合的かつ効率的

に実施することにより、物流コストや環境負荷の低減等を図る事業に対して、そ

の計画の認定や関連支援措置を定めた法律である。 

輻輳する輸送網の特定流通業務施設への集約や輸配送の共同化、長距離輸送・

大量輸送が可能な効率に優れた輸送機関へのモーダルシフトといった取り組み

について総合効率化計画

を策定し、認定を受けた計

画については、実行にあた

り事業許可等の一括取得

や税制上の特例、中小企業

においては資金調達上の

特例といった支援を受け

ることができるというも

のである。 

物流総合効率化法につ

いては、トラックドライバ

ーの高齢化や小口貨物の

増加、トラック積載率の低

下といった物流分野にお

ける労働力不足への対応

を強力に推進し、流通業務

の省力化を図るため、現

在、改正に向けた審議が行

われているところである。 

図 43 は、平成 28 年２月

に閣議決定された改正案

の概要だが、輸送網の集約

や輸配送の共同化、モーダ

ルシフトを実現するため

図 43 物流総合効率化法改正の概要 

出典│国土交通省ＨＰ 
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の方策について、これまでの施設整備を中心としたものから、連携を中心とした

ものへ転換されている。これまでは比較的大規模な物流施設の建設が中心だっ

たのに対し、規模は小さくても、２社以上の企業が連携することで申請ができる

ように変わる見込みである。たとえば、倉庫業とトラック運送業の２社が連携す

ることで、保管機能と輸送機能が連携することになり、トラックの待機時間を大

幅に減少させるような効率化が実現できる計画や２社以上の運送事業者が連携

し、共同輸配送により貨物の混載、帰り荷の確保を実現できるような計画は認定

される可能性がある。 

改正物流総合効率化法成立の動向を把握し、国土交通省の認定に関する情報

等の収集と大谷地流通業務団地に立地する企業への提供とともに、申請の相談

や調整などについて支援を行う。 


